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収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成21年１月５日 月曜日 第3030号1

名

称

住

所

株
式
会
社
エ
ー
エ
ム
・
ピ
ー
エ

ム
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
八
の
七

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・

デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
の
三

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン

株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
の
一

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
七
の
三
四

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク

ス

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
一
七

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
の
一

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
の
一

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
六
五
の
一

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
お
き
だ
て

青
森
市
柳
川
二
丁
目
四
の
二
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
木
材
防
腐
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保
九
五
の
三
七

代
表
取
締
役

小
笠
原
金
哉

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

三
沢
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
沢
市
松
園
町
三
丁
目
一
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

国
際
興
業
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
一
〇
の
三

代
表
取
締
役
社
長

小
佐
野
�
正

代
表
取
締
役
副
社
長

河
井
一
彦

２

協
同
組
合
三
沢
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
沢
市
松
園
町
三
丁
目
一
〇
の
一

代
表
理
事

苫
米
地
強

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
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株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二



( )

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

小
中
野
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
小
中
野
四
丁
目
一
の
四
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

和
山
物
産
株
式
会
社

岩
手
県
盛
岡
市
愛
宕
町
一
一
の
二
二

代
表
取
締
役

和
山
謙
一

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
む
つ
中
央
店

む
つ
市
十
二
林
六
、
三

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
恵
三

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
む
つ
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
む
つ
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
鰺
ケ
沢
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
六
の
三
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
恵
三

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し
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( )

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
野
辺
地
店

上
北
郡
野
辺
地
町
字
種
川
一
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
マ
エ
ダ
ス
ト
ア

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
恵
三

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
野
辺
地
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
野
辺
地
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
三
戸
八
日
町
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

金
五
合
資
会
社

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二

無
限
責
任
社
員

松
尾
官
平

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
三
戸
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
三
戸
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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( )

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の

変
更
認
可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
種
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日
か
ら
同
年
二
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

鶴
田
町
役
場

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

中
村
川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

た
め
池
等
整
備
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
出
納
局
の
項
中

｢

課
長
代
理｣

を

｢

室
長
、
課
長
代
理
、
副
参
事

(

室
に
置
く

も
の
に
限
る
。)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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島
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刷
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青
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第
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問
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式
会
社
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月
・
水
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